
つ
り
の
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。市

民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
し
た

街
づ
く
り
と
し
て
、
引
き
続
き

行
財
政
改
革
に
積
極
的
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
広
報
や
ち
ま

た
や
議
会
だ
よ
り
に
よ
る
情
報

提
供
や
職
員
の
接
遇
研
修
に
よ

る
意
識
改
革
を
図
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
職
員
の
任
用
、
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

な
ど
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況

に
関
し
、
公
表
が
義
務
づ
け
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
制
定

す
る
も
の
で
す
。

国
で
は
、
職
業
生
活
と
家
庭

生
活
と
の
両
立
支
援
を
一
層
推

進
す
る
た
め
、
育
児
又
は
介
護

を
行
う
職
員
に
つ
い
て
、
早
出

遅
出
の
勤
務
が
で
き
る
よ
う
人

事
院
規
則
等
が
改
正
さ
れ
た
の

で
、
本
市
で
も
こ
の
早
出
遅
出

勤
務
を
導
入
す
る
た
め
改
正
す

る
も
の
で
す
。

◎
改
正
点

１
、
英
語
指
導
助
手
等
４
つ
の

職
に
つ
い
て
廃
止
す
る
も
の

で
、
事
業
形
態
の
変
更
や
事
業

の
廃
止
に
よ
る
も
の
で
ま
す
。

２
、火
災
等
の
災
害
時
や
警
戒
、

訓
練
等
に
消
防
団
員
が
出
動
し

た
場
合
の
費
用
弁
償
に
つ
い
て

整
備
す
る
も
の
で
す
。

３
、
旅
費
の
う
ち
日
当
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

旅
費
の
見
直
し
に
伴
い
、
特

別
職
の
職
員
の
旅
費
の
う
ち
日

当
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

特
別
職
（
市
長
、
助
役
、
収

入
役
、
教
育
長
）
の
給
料
を
減

額
し
て
い
ま
す
が
、
厳
し
い
財

政
状
況
を
考
慮
し
、
４
月
１
日

か
ら
18
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

さ
ら
に
減
額
を
（
月
額
３
万
５

千
円
〜
２
万
６
千
円
）
行
う
た

め
、
改
正
す
る
も
の
で
す
。

特
殊
勤
務
手
当
を
廃
止
す
る

こ
と
に
よ
り
、
条
例
を
廃
止
す

る
も
の
で
す
。

一
般
職
の
旅
費
の
う
ち
日
当

を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
う
改
正

で
す
。

文
化
財
保
護
法
の
改

正
に
伴
う
改
正
及
び
指

定
文
化
財
の
管
理
等
に

必
要
な
経
費
の
負
担
者

を
明
確
に
す
る
た
め
、

改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

二
州
第
一
保
育
園
園

舎
を
建
て
替
え
た
こ
と

に
よ
り
、
新
園
舎
の
位

置
が
変
わ
る
た
め
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

県
の
補
助
金
交
付
要
綱
の
改

正
に
よ
る
補
助
基
準
額
の
引
き

下
げ
や
新
た
な
所
得
制
限
の
導

入
に
伴
い
、
在
宅
重
度
知
的
障

害
者
及
び
ね
た
き
り
身
体
障
害

者
の
養
護
者
に
対
す
る
手
当
に

つ
い
て
、
そ
の
支
給
額
を
引
き

下
げ
、
支
給
対
象
要
件
と
し
て

所
得
制
限
を
新
た
に
設
け
る
ほ

か
、
ね
た
き
り
老
人
は
、
ほ
と

ん
ど
が
介
護
保
険
制
度
を
利
用

し
て
い
る
こ
と
か
ら
ね
た
き
り

老
人
を
支
給
対
象
外
と
す
る
も

の
で
す
。

平
成
16
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
土
地
、
建
物
等
の
長
期
譲

渡
所
得
に
係
る
特
別
控
除
及
び

他
の
所
得
と
の
損
益
通
算
が
廃

止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民

健
康
保
険
税
の
課
税
に
関
し
、

条
例
の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

出
産
育
児
一
時
金
は
、
被
保

険
者
が
出
産
し
た
場
合
に
支
給

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
支
給
を

受
け
る
ま
で
の
間
、
出
産
費
用

を
支
払
う
た
め
の
資
金
貸
付
け

事
業
を
、
基
金
を
設
置
し
て
平

成
17
年
度
か
ら
実
施
す
る
た
め
、

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

埋
立
て
区
域
の
面
積
が
５
０

０
㎡
以
上
３
千
㎡
未
満
の
も
の

は
、
市
独
自
の
考
え
方
で
規
制

の
強
化
等
を
図
っ
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
、
埋
立
て
区
域
の
面

積
の
範
囲
を
拡
大
し
、
３
千
㎡

以
上
の
物
件
に
つ
い
て
も
市
の

許
可
事
務
と
し
て
取
り
扱
う
こ

と
で
県
と
の
協
議
が
整
っ
た
た

め
、
現
行
の
条
例
を
廃
止
し
、

県
条
例
と
の
整
合
を
図
り
、
新

た
に
制
定
す
る
も
の
で
す
。

（
６
月
１
日
か
ら
施
行
）

一
般
職
の
職
員
と
同
様
、
水

道
企
業
職
員
も
特
殊
勤
務
手
当

を
廃
止
す
る
た
め
の
改
正
で
す
。

議 案 の 内 容
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◆
八
街
市
人
事
行
政
の
運
営
等

の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例

の
制
定

◆
八
街
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
特
別
職
の
職
員
の
給

与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
一
般
職
の
職
員
の
特

殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
職
員
の
旅
費
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

◆
八
街
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定

◆
八
街
市
国
民
健
康
保
険
出
産

費
資
金
貸
付
基
金
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
土
地
の
埋
立
て
等
及

び
土
砂
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
の
制
定

◆
八
街
市
文
化
財
保
護
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定

◆
八
街
市
保
育
所
設
置

に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制

定

◆
八
街
市
在
宅
重
度
知
的
障
害

者
、
ね
た
き
り
身
体
障
害
者
及

び
ね
た
き
り
老
人
養
護
手
当
支

給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

◆
八
街
市
特
別
職
の
職
員
等
の

給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

条
　
　
　
例

◆
非
常
勤
の
特
別
職
の
職
員
等

の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定

◆
八
街
市
水
道
企
業
職
員
の
給

与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定

▲二州第一保育園


